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要
耐
震
改
修
住
宅
の
取
得
を
し
、
か
つ
、
耐
震
改

修
に
係
る
契
約
を
一
定
の
日
ま
で
に
締
結
し
て
い
る

個
人
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の

ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
当
該
耐

震
改
修
を
し
て
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅
を
そ
の
取
得

の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
耐

震
改
修
を
し
て
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅
を
令
和
三
年

一
二
月
三
一
日
ま
で
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し

た
と
き
（
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ

の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
限
る
。）は
、
住

宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控

除
を
適
用
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
関
係
）

住
宅
の
新
築
取
得
等
で
特
例
取
得
に
該
当
す
る
も

の
を
し
た
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及

び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り

特
例
取
得
を
し
た
家
屋
を
令
和
二
年
一
二
月
三
一
日

ま
で
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
家
屋
を
令
和
三
年

一
月
一
日
か
ら
同
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
そ

の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
住
宅
借
入
金

等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除

期
間
の
三
年
間
延
長
の
特
例
を
適
用
で
き
る
こ
と
と

し
た
。（
第
六
条
関
係
）

３

指
定
行
事
の
中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
権
利
を
放
棄
し

た
場
合
の
寄
附
金
控
除
又
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の

特
例個

人
が
、
指
定
行
事
の
中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
入
場

料
金
等
払
戻
請
求
権
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を
指
定

期
間
内
に
し
た
場
合
に
お
い
て
、
放
棄
払
戻
請
求
権
相

当
額
又
は
特
定
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
に
つ
い
て

は
、
寄
附
金
控
除
又
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
適
用

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
関
係
）

４

住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別

控
除
の
特
例

既
存
住
宅
の
取
得
を
し
、
か
つ
、
特
例
増
改
築
等

を
し
た
個
人
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及

び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り

当
該
既
存
住
宅
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に

そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
既
存
住
宅
を
令
和
三
年
一

二
月
三
一
日
ま
で
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た

と
き
（
当
該
特
例
増
改
築
等
の
日
か
ら
六
月
以
内
に

そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
限
る
。）は
、

住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別

控
除
を
適
用
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
関
係
）

５

大
規
模
法
人
等
以
外
の
法
人
の
欠
損
金
の
繰
戻
し
に

よ
る
還
付

法
人
の
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
三

一
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
生

じ
た
欠
損
金
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
法
人
を
除
き
、
租

税
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
の
欠
損
金
等

以
外
の
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
制
度
の
不
適
用

措
置
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
〜
第
九
条

関
係
）大

規
模
法
人
（
次
の
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

資
本
金
の
額
等
が
一
〇
億
円
を
超
え
る
法
人

保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る

た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

（
法
律
第
二
五
号
）（
財
務
省
）

１

納
税
の
猶
予
の
特
例

税
務
署
長
等
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及

び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
令

和
二
年
二
月
一
日
以
後
に
納
税
者
の
事
業
に
つ
き
相
当

な
収
入
の
減
少
が
あ
っ
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
納
期
限
が
同
日
以
後
に

到
来
す
る
国
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
納
期
限
ま
で
に
さ
れ
た
そ

の
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
納
期
限
か
ら
一
年
以
内

の
期
間
を
限
り
、
そ
の
納
税
を
無
担
保
か
つ
延
滞
税
な

し
で
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

２

給
付
金
の
非
課
税
等

市
町
村
又
は
特
別
区
か
ら
給
付
さ
れ
る
給
付
金
で
次

に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
所
得
税
を
課
さ
な
い
こ
と

と
し
、
当
該
給
付
金
の
給
付
を
受
け
る
権
利
は
国
税
の

滞
納
処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延

防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
鑑
み
、
家
計
へ
の
支

援
の
観
点
か
ら
給
付
さ
れ
る
一
定
の
給
付
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延

防
止
の
た
め
の
措
置
に
よ
る
児
童
の
属
す
る
世
帯
へ

の
経
済
的
な
影
響
の
緩
和
の
観
点
か
ら
給
付
さ
れ
る

一
定
の
給
付
金

〔
法

律
〕

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
二
五
）

〇
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
二
六
）

〇
令
和
二
年
度
特
別
定
額
給
付
金
等
に
係
る

差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
二
七
）

〔
政

令
〕

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
中
小

企
業
等
持
続
化
給
付
金
の
支
払
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
政
令
（
一
五
八
）

〇
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
一
五
九
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
一
六
〇
）

〇
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
一
六
一
）

〔
省

令
〕

〇
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
総
務
四
九
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
財
務
四
四
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
施
行
規

則
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
省
令

（
厚
生
労
働
九
五
）

〇
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
経
済
産
業
四
五
）

〇
経
済
産
業
省
関
係
生
産
性
向
上
特
別
措
置

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
同
四
六
）

〔
告

示
〕

〇
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
等
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示（
厚
生
労
働
一
九
九
）

〇
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
十

六
条
の
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
主
と
し
て

電
気
の
販
売
を
行
う
た
め
に
取
得
等
を
す

る
設
備
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
（
経
済
産
業
一
〇
五
）
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